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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第16期

第１四半期連結
累計期間

第17期
第１四半期連結

累計期間
第16期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 (千円) 1,244,760 1,667,462 7,239,355

経常利益又は経常損失(△) (千円) △79,862 22,508 446,826

親会社株主に帰属する四半期純損
失(△)又は親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) △81,107 △12,077 73,983

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △80,879 △14,147 77,620

純資産額 (千円) 1,812,379 1,936,550 1,972,825

総資産額 (千円) 2,834,556 2,959,796 3,352,986

１株当たり四半期純損失金額
(△)又は１株当たり
当期純利益金額

(円) △11.90 △1.76 10.81

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― 10.63

自己資本比率 (％) 63.6 65.0 58.4
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期純損失（△）又は当期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純損失（△）又は

親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ギリシャ財政問題、中国の景気減速等の海外発の景気下振れ

リスク要因を含みながらも、前期に引き続き緩やかな回復を続けております。

このような状況の下、当社グループにおきましては、平成27年４月１日より新組織への移行を行い、営業力およ

びクオリティの強化、自社サービス・プロダクトの開発および営業を積極的に行ってまいりました。

当第１四半期連結累計期間におきましては、オムニチャネル関連の受注が堅調に推移し、売上高は1,667百万円

(前年同期比34.0％増)、営業利益22百万円(前年同期は営業損失80百万円)、経常利益22百万円(前年同期は経常損失

79百万円)となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、当社における法人税等調整額35百万円の計上及び

連結子会社の赤字等から12百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失81百万円)となりました。(なお、

当社グループの事業は、従来より売上高が第２四半期連結会計期間、第４四半期連結会計期間に集中し、特に多く

の顧客企業の事業年度末となる第４四半期連結会計期間に偏重する傾向がありますが、経済環境その他の要因に

よっては今後もこの傾向が続くとは限りません。)

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は７百万円であります。

これは、プロダクトの開発費用であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 25,000,000

計 25,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,854,200 6,854,200
東京証券取引所
マザーズ市場

単元株式数
100株

計 6,854,200 6,854,200 ― ―
 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成27年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成27年４月１日～
平成27年６月30日
（注）

400 6,854,200 73 544,323 73 579,893

 

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普 通 株 式 　
6,852,500　　

68,525 ―

単元未満株式 普通株式　　 　1,700 ― ―

発行済株式総数 6,854,200 ― ―

総株主の議決権 ― 68,525 ―
 

(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式66株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

ネットイヤーグループ株式会社(E05736)

四半期報告書

 6/15



１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,463,732 1,425,069

  受取手形及び売掛金 1,271,205 839,829

  仕掛品 69,617 150,937

  原材料及び貯蔵品 508 1,216

  繰延税金資産 81,353 45,521

  その他 61,474 89,456

  流動資産合計 2,947,890 2,552,031

 固定資産   

  有形固定資産 89,980 87,766

  無形固定資産   

   のれん 54,732 50,727

   その他 70,473 80,523

   無形固定資産合計 125,205 131,250

  投資その他の資産   

   投資有価証券 66,054 66,167

   敷金及び保証金 112,577 111,427

   繰延税金資産 9,851 9,851

   その他 1,427 1,301

   投資その他の資産合計 189,910 188,747

  固定資産合計 405,096 407,764

 資産合計 3,352,986 2,959,796

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 384,123 331,004

  1年内返済予定の長期借入金 116,712 116,712

  未払金 125,858 134,625

  未払法人税等 131,170 4,230

  賞与引当金 175,850 64,788

  受注損失引当金 － 10,187

  その他 286,624 231,095

  流動負債合計 1,220,339 892,644

 固定負債   

  長期借入金 149,359 120,181

  繰延税金負債 140 99

  その他 10,321 10,321

  固定負債合計 159,821 130,601

 負債合計 1,380,161 1,023,246
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 544,249 544,323

  資本剰余金 625,303 625,376

  利益剰余金 789,699 755,346

  自己株式 △23 △23

  株主資本合計 1,959,229 1,925,023

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 284 201

  その他の包括利益累計額合計 284 201

 非支配株主持分 13,311 11,325

 純資産合計 1,972,825 1,936,550

負債純資産合計 3,352,986 2,959,796
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 1,244,760 1,667,462

売上原価 1,069,255 1,372,978

売上総利益 175,505 294,484

販売費及び一般管理費 256,016 271,923

営業利益又は営業損失（△） △80,510 22,561

営業外収益   

 受取利息 225 244

 その他 2,054 1,130

 営業外収益合計 2,279 1,375

営業外費用   

 支払利息 1,297 815

 支払手数料 187 187

 その他 145 425

 営業外費用合計 1,630 1,428

経常利益又は経常損失（△） △79,862 22,508

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△79,862 22,508

法人税、住民税及び事業税 1,248 740

法人税等調整額 △127 35,831

法人税等合計 1,120 36,572

四半期純損失（△） △80,982 △14,064

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

125 △1,986

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △81,107 △12,077
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △80,982 △14,064

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 102 △83

 その他の包括利益合計 102 △83

四半期包括利益 △80,879 △14,147

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △81,005 △12,161

 非支配株主に係る四半期包括利益 125 △1,986
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務

諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日)

減価償却費 14,685千円 17,685千円

のれんの償却額 22,423 4,004
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 22,124 3.25 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 22,274 3.25 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

当社グループは、SIPS事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第１四半期連結累計期間(自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

当社グループは、SIPS事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

 

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △11円90銭 △１円76銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)
　(千円)

△81,107 △12,077

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
　損失金額（△）(千円)

△81,107 △12,077

 普通株式の期中平均株式数(株) 6,817,422 6,853,815

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの

概要

― ―

 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

金額であるため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月６日
 

 

ネットイヤーグループ株式会社

取　締　役　会 御中
 
 

　

有限責任監査法人トーマツ 
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　中　　桐　　光　　康　　印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　山 野 辺　　純　　一　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているネットイヤーグ

ループ株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成27年４月

１日から平成27年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ネットイヤーグループ株式会社及び連結子会社の平成27年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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